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第３章 都市計画マスタープラン[分野別方針] 

１．自然・農業と調和した都市構成 

（１）都市計画区域の位置づけ 

１）広域的な位置づけ 

鷹栖町は、旭川広域都市圏の北部の幌加内町、士別町、和寒町及び北海道北部をむす

ぶ道央自動車道、国道 39 号、国道 40 号、国道 275 号、南部では旭川市中心市街地、旭

川市永山を経て東神楽町、旭川空港と連絡する位置にあります。 

生活圏は、旭川市の春光地区、近文地区（緑町地区）、東鷹栖市街地、永山地区の商業、

医療施設に及んでいます。 

 

２）都市計画区域の位置づけ 

この交通利便性をいかし、石狩川水系オサラッペ川河畔について計画的な市街地開発

と農地の保全を目的として都市計画区域が定められています。 

また、近年、町民の健康に対する意識の向上などから、パークゴルフ活動や丘陵地で

の散策活動が行われており、六号川流域の西部桜ヶ丘山地からパレットヒルズにかけて

レクリエーション利用や都市景観保全としての重要性が増しています。 

また、豊かな自然環境を保全するため、嵐山、桜ヶ丘、オサラッペ河畔、市街地周辺

の農地を市街化調整区域とし、開発行為、建築行為を規制し、必要に応じて適切な土地

利用を図ります。 

さらに、市街化区域の市街地として鷹栖、北野市街地に２つの住宅市街地、道央自動

車道ＩＣ近接に旭川鷹栖インター流通団地、鷹栖工業団地の２つの工業団地を配置しま

す。 

 

３）区域区分を定める際の方針 

鷹栖町に区域区分を定めることとした根拠は以下のとおりです。  

鷹栖町は、道北圏の中核都市として、商業、行政、教育、文化、医療、福祉、情報等

の都市機能が集積するなど、着実に発展してきました。また少子高齢化の進展や産業構

造の変化等により、人口は減少傾向にありますが、人口や産業の規模は都市活動に大き

な影響を与えています。 

一方、市街地周辺部には、豊かな自然環境、農業・森林環境が形成されており、今後

も農林業との調和を図りながら、無秩序な市街化を抑制し、計画的な市街地整備、市街

地保全を図る必要があるため、引き続き区域区分を定めることとします。 
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（２）全体構成 

１）全体構成 

鷹栖町の全体構成は、オサラッペ河畔以南の都市計画区域、オサラッペ河畔以北の平

坦な農業地帯、北部の森林地帯で構成されています。 

 

２）市街地の構成 

市街地はオサラッペ河畔以南で役場のある鷹栖市街地、旭川市春光台に近接する北野

市街地があります。また、工業地として道央自動車道ＩＣ近接の旭川鷹栖インター流通

団地、鷹栖工業団地の２つがあります。 

市街地近郊のレクリエーション地としては、明治期に開拓使の視察の際に京都の嵐山

に似ていることから名付けられた歴史的な景勝地の嵐山公園や石川県団体の郷里の旧

前田家守護神「菅原道真公」に由来する北野神社、町民参加型で整備を進めているパレ

ットヒルズや調整池のある丸山パークゴルフ場があります。 

 

３）道路交通の構成 

市街地や集落は道道で結ばれ、旭川市の中心市街地、永山地区をはじめ、旭川空港、

周辺町村への幹線道路として利用されています。 
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図 3-1 市街地構成方針 
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（３）都市計画区域の配置方針 

１）配置方針 

旭川広域都市圏は、近年、人口、世帯数が減少傾向にあり、これらに対応する市街地

の拡大も安定状態にあります。 

旭川広域都市圏北部では道央自動車道の道北への延伸及び環状線等の完成により、土

地利用の変化が考えられ、自然環境の保全に十分配慮した土地利用の想定が求められま

す。 

鷹栖町は、行政区域の中央部を流れるオサラッペ川の両岸に水田地帯が広がり、その

左岸に住宅地、工業地など都市的市街地があります。またオサラッペ川の下流域右岸は、

水田地帯と桜ヶ丘山地、嵐山から和寒、比布につながる森林地帯が広がっています。 

これら農業地域、都市地域、森林地域は、国土利用計画に基づき配置するとともに、

計画的な保全、活用を図ります。 

旭川広域都市圏の土地需要を計画的に受けとめ、かつ鷹栖町の優良農地を保全するこ

とを目的として、オサラッペ川の河畔と左岸に都市計画区域を配置します。 
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２）市街化区域 

鷹栖町の市街地は、近年、人口の増加が鈍化し、世帯数も含め安定化しています。今後も

無秩序な市街化を抑制し、計画的な整備を図るため、区域区分（線引き制度）を指定します。 

市街地は、鷹栖市街地と北野市街地の２つの住宅市街地、及び旭川鷹栖インター流通

団地、鷹栖工業団地の２つの工業市街地を配置します。鷹栖市街地と北野市街地は、土

地利用、交通、景観形成による結びつきを深めます。 

鷹栖市街地は 10 線通沿道に生活中心地区を配置し、その周りに戸建て住宅地を配置

します。また９線通北に総合運動公園を配置します。北野市街地は、４号通沿道に生活

中心地区を配置し、その周囲に戸建て住宅を同心円状に配置します。 

今後予想される住宅需要に対応し市街地の未利用地、整備済み宅地の利用を促進する

こととし、町営住宅や緑地スペース等も含めたゆとりある居住環境をめざします。工業

団地地区は、道央自動車道の延伸など、広域交通のポテンシャルをいかし、今後とも既

存工業宅地の分譲、利活用を推進します。 
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図 3-2 建物現況【鷹栖市街地】 

 
資料：令和４年鷹栖町都市計画基礎調査  
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図 3-3 建物現況【北野市街地】 

 

資料：令和４年鷹栖町都市計画基礎調査 
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３）市街化調整区域 

市街地縁辺部の宅地供給など、市街化区域に立地することがなじまない個別具体の土

地利用、開発等については、市街化区域周辺に農用地区域が隣接し、都市的土地利用の

余地がないことから、農林業と調整、整合のとれた対応を図ることとします。 

調整区域は優良農地の保全に努め、市街地の無秩序な拡大を防ぐよう、市街地の輪郭

を明確にし、農業や自然環境との健全な調和を図ります。 

鷹栖、北野の市街地や２つの工業団地を幹線道路網で連携させ、市街地の利便性を確

保することで市街地のコンパクト化を図り、無秩序な市街化の拡大を抑えます。 

また、調整区域の建物利用について秩序を与えるとともに、農地の保全を図るため、

平成 16 年４月から市街化調整区域において容積率、建ぺい率を定めています。 
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（４）自然環境の方針 

１）自然環境の方針 

鷹栖町は、大雪山系に連なる緑豊かな山地、丘陵地に囲まれた上川盆地の北西部にあ

り、石狩川水系のオサラッペ川が流れ、市街地周辺には稔り豊かな田園地帯と大雪山を

南西に眺望する町民参加型で整備を進めているパレットヒルズを核とした丘陵地帯が

広がっています。これら河川と丘陵地で緑の骨格を形成しています。 

鷹栖町は、今後も旭川広域都市圏の中核区域としての役割は一層強まり、都市におい

て緑のもつ精神的充足、環境保全、レクリエーション、防災、景観等の諸機能が効率的

に機能することが重要であり、かつ期待されています。 

そこで、本区域を特徴づける河川や周囲の丘陵地を固有の財産と考え、保全と整備を

図り、オサラッペ川を水と緑の基軸とし、周囲を取り巻く緑豊かな丘陵地や大規模な運

動公園などと結び、水と緑のネットワークを形成し、身近な場所にも緑をちりばめ、住

民の参加や協力を得ながらまちづくりを進めます。 

具体的な自然環境の要素として、都市計画区域の農地、森林や河川、都市公園等があ

ります。 

嵐山から桜ヶ丘、六号川流域、パレットヒルズにかけての森林や、市街地外周を囲む

水田地帯の農地、森林の水資源を農地や市街地にもたらし生態系を育む河川、市街地の

貴重な自然環境の核となる公園を有機的に結び付けることにより自然環境と市街地の

連携を図ります。 

また、都市計画区域以北の斜面地の地域は、森林、農地の土地利用がなされており、

立地や開発計画に応じ適切な利用を図ります。 

豊かな自然に囲まれている鷹栖町の特性をいかし、自然環境や自然景観の保全につい

て市街地との連携を大事にしながら、取り組みを図ります。 

 

２）農業地域の方針 

市街地の外周の水田地帯は、農産物の生産の場、農家の生活空間、市街地住民のゆと

りとうるおいを提供する田園空間であり、農地として有効利用しつつ維持していくこと

が必要となります。 

市街地と隣接する農地は、野焼きの煙や農薬の散布、また心無い通過交通による農地

への不法投棄や用水路の汚染など、農家、住民で相互に様々な指摘があることを踏まえ、

農家と住民の立場の理解と相互協力による解決を目指します。 
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（５）資源循環型社会、災害に強い市街地形成の方針 

１）資源循環型社会の形成 

日本国においては、二酸化炭素総排出量のうち、その大半が住宅や商業施設など建築

物や自動車など、都市における社会経済活動に起因すると指摘されており、人口、建築

物、都市活動が集中する市街地において低炭素化を進めることは、地球温暖化問題への

取り組みの中で重要な役割を担います。 

平成 24 年度には「都市の低炭素化の促進に関する法律」が制定され、同 25 年度には

北海道により「低炭素都市づくりガイドライン（北海道版）」が策定されています。 

また、令和４年（2022 年）６月には「ゼロカーボンシティたかす」を宣言し、2050 年

までの二酸化炭素排出量実質ゼロを目指しています。 

鷹栖町は昭和 50 年代から市街化が始まり、市街地がコンパクトに整備され、市街地内

での自動車による移動距離が短く、高気密高断熱の住宅建築物が多い地域であり、二酸

化炭素排出が抑制された都市として計画的な開発整備を進めてきました。 

今後とも資源循環型社会の形成、充実に向け、コンパクトな市街地づくりを通じ、自

動車や建築物からの二酸化炭素排出の抑制に努めます。 

 

※注：鷹栖町の地球温暖化対策については、「鷹栖町地球温暖化対策実行計画」で謳われてい

ます。 

 

２）災害に強い市街地形成 

鷹栖町は、地震、水害、大雪など自然災害の少ない地域といわれていますが、災害が

突発的で予想できない時期に発生すること、町民の生命、財産を損ない、家族や地域に

長きにわたり傷を残すことから、予防的視点にたち最大限の配慮が必要です。 

災害の防止として、河川の流下能力の確保、下水道の排水能力の確保、建物の不燃化、

延焼の防止、また災害発生以降の救急、復旧に対し道路幅員など輸送機能の確保、ゆと

りあるオープンスペースの確保を推進します。また、避難機能を持たせる建築物につい

ては、バリアフリー化の推進や冬期の暖房機能、避難スペースの確保など、総合的な避

難生活への対応を図ります。 
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図 3-4 土地利用規制 
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２．計画的な土地利用 

（１）住環境・住宅の方針 

１）住環境の方針 

市街地の住宅、住環境は田園環境に対応した、ゆとり、調和、安全のある専用住宅地

を目指します。 

既存の住宅地は、今後も保全するとともに、区画道路、公園を計画的に維持保全、更

新し、地区住民の安全性、利便性の確保を図ります。 

今後の住環境の保全については、用途地域に基づき建物の用途、高さを誘導し、日照・

通風の確保、景観の形成、防災の確保を図ります。 

住宅地における地区計画制度は、住民、土地・建物所有者開発者が主体となって進め

る効果的なまちづくり手法であることから、今後も一層の普及に努め、良好な住環境、

住宅地形成に努めます。 

 

２）住宅の方針 

鷹栖町の住宅は、都市計画の用途地域、地区計画の指定に即し、建物用途の純化、不

燃化、建物位置（壁面後退距離）の指定、建築物の高さ規制を図ります。 

これら計画的な規制誘導策により、安全でゆとりある建築面積（建ぺい率）、延べ床面

積（容積率）を確保し、周辺と調和した住環境、景観の形成を目指します。 

 

３）町営住宅の方針 

町営住宅は、入居階層の需要や建物の老朽化、居住者特性を適切に見極め、長期的な

観点から計画をもって建設、改修、管理を図ります。 

高齢者向け町営住宅は、今後の需要や福祉との総合的な役割分担を踏まえ、福祉施策

等との連携を図りながら、検討を進めます。 

  

４）住居系用途地域の配置方針 

住環境、住宅の方針にあわせ、専用住宅地系の用途地域を指定、誘導します。 

幹線道路沿道に第一種住居地域、既成市街地に第一種中高層住居専用地域及び第二種

中高層住居専用地域、計画的に開発整備される新しい住宅地には、原則として第一種低

層住居専用地域を、また、公共施設の集積している地区は第二種中高層住居地域を配置

します。 
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（２）商業地・商業施設の方針 

１）商業地の方針 

住民生活に対応した最寄り品を提供する商業地を幹線道路沿道に配置します。 

この配置により、日常生活圏における利便性の確保を図り、地域に密着した商店の集

積と人通りを誘導し、快適な生活中心地区の形成に努めます。 

また、地域の消費生活に密着した魅力ある商業活動が求められており、新規開業支援

など商店街活性化や地産地消の推進を図ります。商業地を中心にした幹線道路沿いを生

活中心ゾーンとして、北野市街地においては、生活中心ゾーンに加え、幹線道路沿いを

沿道ゾーンとし生活利便施設等を配置します。 

 

２）商業系用途地域の配置方針 

商業地の方針にあわせ、用途地域を指定し誘導することとし、幹線道路の沿道で商業

集積を図る地区に、近隣商業地域を配置します。 

 

（３）工業地・工業団地の方針 

１）工業地の方針 

鷹栖町の工業地は、旭川空港や高規格幹線道路網等の高速交通体系とリンクした産業

集結を目指し、農林業の生産物の地場資源を活用した工業地、流通業務地をインター周

辺に計画的に配置しています。 

具体的には旭川鷹栖ＩＣ周辺に旭川鷹栖インター流通団地、旭川北ＩＣ周辺（市街化

調整区域）に鷹栖工業団地が配置されており、流通加工や農産品加工を扱う企業の集積

を図ります。各々の工業団地は、今後の分譲動向に応じて充実を図ります。 

 

２）工業系用途地域の配置方針 

工業地の用途地域は準工業地域とし、あわせて特別工業地区を指定します。 

なお、鷹栖市街地に指定している準工業地域については、工業系施設の配置が限られ

ていること、住宅の配置圧力が高いことなどから、今後の動向を見据えながら、住居系

用途地域への用途変更などを検討していきます。 

 

（４）レクリエーション施設の方針 

レクリエーション地区は、町民のレクリエーション、イベントを兼ねた観光拠点とし

て確保します。 

市街地北方にある句碑の森、丸山パークゴルフ場、パレットヒルズ（町民憩いの場）、

嵐山公園、また市街地ではオサラッペ川桜づつみ公園、北野軽スポーツ公園、鷹栖町総

合運動公園を配置し、町民の身近なレクリエーション施設として確保します。  
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（５）市街化調整区域の土地利用の方針 

１）優良な農地との健全な調和に関する方針 

鷹栖町の農業は、豊かな水資源と肥沃な土地、気候条件に恵まれ、稲作を中心に幅広

く農産物を生産し、総合的な食料生産基地の役割を果たしています。 

このため、集団的農用地や土地改良事業など各種農業投資が実施されている区域、実

施を予定している区域の農地等については、健全な農業の維持と発展を図るため、今後

も優良な農地としてその保全に努め、とくに農用地区域については「農業上の利用を図

るべき土地」として、市街化区域拡大の対象としないこととします。 

また、市街化区域周辺の稲作を中心とした農地を優良農地ゾーンとして、市街地から

の良質な景観を形成します。さらに、市街化区域に隣接する市街化調整区域に、教育施

設、福祉施設、スポーツ公園などを配置します。 

 

２）自然景観形成の観点から必要な保全に関する方針 

森林の持つ公益的機能の維持・増進を図るため、保安林等は今後とも適切な保全に努

めます。また、鷹栖町市街地を取り囲む山地、丘陵地は、優れた自然景観をもち、住民

の憩いの場としても活用されているため、その保全に努めます。 

 

３）秩序ある土地的土地利用の実現に関する方針 

市街化区域内に立地することがなじまない機能や農村地域工業等導入促進法によっ

て開発整備された工業地、グリーンツーリズムをはじめとする農村地域との交流の促進

などに係る土地利用については、農林業との調整を図った上で、都市計画制度の運用に

より適切となるよう対応します。 
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図 3-5 鷹栖市街地の土地利用方針 
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図 3-6 北野市街地の土地利用方針 
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図 3-7 旭川鷹栖インター流通団地の土地利用方針 
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図 3-8 鷹栖工業団地の土地利用方針 
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３．都市施設等の配置・整備 

（１）道路・交通の方針 

１）道路 

①広域方針 

道央自動車道や旭川新道（国道 12 号）の開通、町内幹線道路沿道の企業立地により和

寒方面に抜ける道路の通過交通が増加しており、今後、交通体系の変化も想定されます。 

高速道路との利便性をいかすとともに、地域内交通の変化に対応するため、主要幹線

道路の計画的で総合的な配置と整備を図ります。 

 

②道路の方針 

a.主要幹線道路・補助幹線道路 

広域道路とのネットワークや沿道土地利用を踏まえ、基線号線に沿い主要幹線道路及

び補助幹線道路を配置します。 

主要幹線道路は、自動車の運行、公共交通の確保、沿道市街地の安全性や利便性の確

保を図ります。施設帯や交通安全施設を配置し、子ども、高齢者、障がい者や自転車利

用者が安心して利用できる道路を確保し、必要に応じてバリアフリー化を目指します。 

補助幹線道路は、主要幹線道路を補完する道路として確保を図ります。 

b.生活道路・歩道 

道路交通の安全性を確保するため、生活道路を配置し、交通安全施策も含めて地域住

民に安全な住宅地の形成に寄与します。 

また、道路案内標識の整備など適切な誘導体系の充実を図ります。 

c.冬季の道路機能の確保 

高齢社会の進行、マイカーの定着、生活時間の多様化により、除排雪に対する要望が

多様化しています。特に、排雪強化が望まれており、地域ぐるみの体制作りが課題とな

っています。 

鷹栖町は、平坦地で冬の季節風が強く積雪が多いことから、冬期間の交通確保は極め

て重要です。快適な生活を確保するため、道路構成に応じた計画的な除排雪体制と堆雪

場所の確保を図ります。 

道路の除排雪については、地域住民の理解と協力で進めるとともに、敷地内の雪は敷

地内で処理できるよう融雪槽の設置の支援に努めます。 

d.都市計画道路の廃止・見直しの検討 

鷹栖市街地における区画街路「７・５・５そよかぜ通」、「７・５・６つつじ通」につ

いて、平成５年に都市計画道路の決定がなされたが、現状計画に基づく整備はされてお

らず、近年の人口減少、低成長等の社会経済情勢の変化を踏まえると、その必要性に変

化が生じており、今後も整備の予定がない状況であることから、区画街路の廃止に向け

た見直しを進めていく予定です。 
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図 3-9 道路網 
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２）交通 

①バス交通の方針 

鷹栖町の公共輸送は、道北バスと町営バスの２つのバス交通に支えられています。今

後、バス利用者の増加は見込めない状況にありますが、高齢者や学生（高校生）などの

交通手段としての役割があり、その運行の確保に努めるとともに、町営バスについては、

予約制運行、自由乗降区間の拡大など、利用者の利便性を高めます。 

バス待合所は、老朽化したものや安全対策面での機能強化の要望もあります。老朽化

したもの、著しく景観や機能を損なっているものについては、利用の実態を踏まえ適宜、

更新を図ります。 

 

②交通安全の方針 

旭川市と結ぶ幹線道路の整備や高速道の整備充実が進み、町内の主要道路で通過交通

が増えることが予想され、交通事故の危険性が高まっています。 

一方、鷹栖町の道路網は、碁盤状であり、見通しのよい交差点が多いため、スピード

の出し過ぎによる衝突事故が発生しやすい状況にあることから、信号機や標識など交通

安全施設の整備、充実が求められています。 

交通量や交通の実態に合わせ、交通安全施設など道路環境の充実に努めます。 

 

※注：鷹栖町の公共交通の課題、基本理念、基本方針、施策等については、「鷹栖町地域公共

交通計画（令和６年６月）」で謳われています。 
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（２）河川の方針 

１）基本方針 

近年の都市化の進展は、市街地の保水・湧水機能の低下による中小河川の氾濫、雨水

排水施設の整備の立ち後れによる浸水被害などの問題をもたらしています。 

このため、土地利用計画と河川整備、下水道整備との整合を図り、総合的な整備推進

に努めます。 

河川は、治水上の機能に加え、様々な動植物が生息する水と緑の空間であり、町民に

潤いと安らぎをもたらすスペースとしてとらえ、周辺の土地利用や都市施設と一体的に

整備、管理を進めます。 

オサラッペ川の河川環境に配慮し、河川の汚濁防止や流下能力の確保を図ります。 

オサラッペ河畔は、町民の憩いの場として利用できる桜づつみ公園を活用しながら、

川と親しめる環境の充実を図ります。 
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（３）公園・緑地の方針 

１）基本配置 

公園緑地は、環境保全、レクリエーション、防災、景観の４つの系統・機能が効果的

に発揮されるよう総合的に配置するものとし、オサラッペ川を骨格とする「緑のネット

ワーク」を基軸とし、各種公園を体系的に配置します。 

また、緑あふれるまちづくりを進めるため、公園緑地と歩行者空間、市街地を計画的

に結びつけ、子ども、高齢者、障がい者や地域住民に使いやすく安全な公園緑地の確保

に努めます。 

老朽化の進んだ既存公園は、公園利用者の利便性向上や安全性の確保などを計画的に

推進し、子どもや高齢者をはじめ誰もが安心して利用できる公園整備を図ります。 

 

２）配置方針 

①環境保全系統の配置方針 

緑地系統の骨格を形成する緑地として、オサラッペ川やその支流の河川緑地及び桜ヶ

丘山地、パレットヒルズ地区の森林地域の保全を図ることにより、都市気象の緩和や環

境への負荷を軽減し、生物の移動や生息のできる多自然型の緑地を確保します。 

  

②レクリエーション系統の配置方針 

a.公園緑地等の整備目標及び配置方針 

生活に密着した街区公園は、適正配置に努めます。 

町民全体の利用を対象に鷹栖市街地に、総合運動公園を１ヶ所配置します。 

パレットヒルズは、町民全体の利用を対象に、緑の保全、町民のレクリエーション活

動の場に加え、自然教育の拠点、公民協働の緑づくり活動の拠点となる公園緑地として

配置します。 

また、これら公園は、公園機能の長寿命化を図るため、必要に応じ再整備、リニュー

アルを図ります。 

b.緑のネットワーク、緑の散策ルートの方針 

オサラッペ川の河畔の鷹栖中学校から北野市街地の区間に、町民のレクリエーション

活動の場として桜づつみ公園を配置していきます。また、西部丘陵地域にパレットヒル

ズを位置づけ、町民のレクリエーション活動の拠点とします。 

鷹栖市街地、鷹栖中学校、桜づつみ公園、北野市街地、石狩川分岐までのオサラッペ

川下流域をむすぶ「緑のネットワーク」を配置し、市街地と河川をむすぶ緑豊かなレク

リエーション系統とし、河川、河畔林、街路樹、歩道、学校緑地など総合的に連携し確

保します。 

また、市街地の幹線道路の歩道は、「緑の散策ルート」と位置づけ、歩道や街路樹の確

保、道路回りの緑化に努めます。 
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③防災系統の配置方針 

地震、災害などの災害時における避難地として、市街地に適宜、公園緑地を配置する

とともに、避難路として幹線道路の歩道部の交通機能を確保します。 

 

④景観系統の配置方針 

街並みの背景となる嵐山、桜ヶ丘、六号川以北の山地、丘陵地の樹林の保全を図りま

す。 

市街地とその周辺の寺院境内の樹林及び学校緑地の保全を図るとともに、都市景観の

向上に資する公園緑地の整備を図ります。 

郷土を代表する景観としてオサラッペ川河畔の整備保全を図ります。 
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図 3-10 公園・緑地の構成 
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（４）水道・下水道の方針 

１）水道の方針 

①基本方針 

鷹栖町の水道は、上水道拡張事業、上水道老朽管布設替事業、上水道未給水地区解消

事業として、計画的に進めます。 

地下水などの水質が心配される地区の上水道整備を検討するとともに、老朽管の布設

替などによる漏水の防止に努めます。 

 

２）下水道の方針 

①基本方針 

下水道は、下水道整備計画に基づき、公共下水道の整備を促進し、生活環境の改善並

びに公共水域の水質保全に努めます。 

市街地の健全な発展及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共水域の水質の保全に

資するため、鷹栖町を排水区域とする旭川広域圏下水道の整備を図ります。 

また、下水道資源の有効活用を推進し低炭素社会への転換や持続可能な循環型社会の

構築について、終末処理施設を管理する旭川市と連携します。 

 

②整備水準の目標 

下水道の整備は、市街化区域内の全域で整備されています。今後の土地利用の動向に

合わせて、計画的な整備を図ります。 
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（５）公共建築物の方針 

公共建築物は、市街地の発展方向や町民の利便性、交通ネットワークを考慮し、町民

の利用に適した配置となります。 

本町の建築物（公共施設）は、鷹栖中学校や鷹栖小学校など、市街化調整区域に立地

しているものもありますが、その周辺で無秩序な市街化が誘発されないよう今後も土地

利用を規制するとともに、農業環境、農業景観との調和に努めます。 

 

１）学校施設などの方針 

鷹栖地区、中央地区、北斗地区、北成地区を対象に鷹栖小学校、北野地区を対象に北

野小学校、全町を対象に鷹栖中学校を配置しています。 

公共施設は計画的な維持活用、増改築及び体育館、グラウンド等施設の整備を図りま

す。また、学校敷地内の緑化を進めます。 

少子化対策として、鷹栖市街地と北野市街地に子育て支援センターを配置し、子育て

家族を支援するとともに、母親世代の生きがいづくりなど、安心して快適に過ごせる環

境の充実を図ります。 

 

２）高齢者施設の方針 

今後、高齢者の増加が一層進み、高齢者福祉施設、高齢者住宅、生きがい活動の場の

需要が増大していきます。 

高齢者福祉施設、高齢者住宅などの必要な施設は、高齢者の増加や必要施策の需要に

応じ、関連機能と連携させながら効率的に配置しています。 

 

３）生涯学習施設の方針 

生涯学習意欲が高まり、関連する社会教育施設の需要が増加しています。 

生きがい施設は需要に応じ、立地や交通、利用度を勘案し、関連機能と連携させなが

ら効率的に配置します。 

 

４）町営住宅の方針（再掲） 

町営住宅は、入居階層の需要や建物の老朽化、居住者特性を適切に見極め、長期的な

観点から計画をもって建設、改修、管理を図ります。 

高齢者向け町営住宅は、今後の需要や福祉との総合的な役割分担を踏まえ、福祉施策

等との連携を図りながら、建設、管理を進めます。 
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５）老朽施設の改修方針 

耐用年数を超過した建築施設については、耐震能力の確保、バリアフリー機能、ユニ

バーサル機能の確保を図るとともに、町民の利活用の増進、機能の複合による利便性の

向上などを勘案し、機能の統廃合、移転統合、除排雪の利便性など総合的な観点の検討

を踏まえ実施することとします。 

老朽施設の改修に際しては、今後の少子高齢化に対応する位置への移転統合、集約や

機能の強化、複合化を図るとともに、公衆用トイレについては、利用に応じ多目的機能

を併設するなど、バリアフリー化、ユニバーサル化を進めます。 
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４． 市街地開発 

（１）開発行為 

都市計画区域における一定規模以上の開発（土地の区画形質の変更）は、都市計画法

に即し、開発許可を得る必要があります。 

必要な防災処理、道路、公園、上下水道施設の整備について、所管官庁と協議し、許

可を得て安全で快適な宅地の供給を図ります 

 

（２）建築行為 

都市計画区域における建築行為は、都市計画法、建築基準法に基づき、確認申請書を

提出し、必要な構造、設備、消防対策の確保を行い、安全な建築物の供給を図ります 

 

（３）その他面的な開発 

住宅団地の建替えなど一定規模、戸数以上の建築行為については、道路（通路）、公園

緑地、上下水道、駐車スペースの確保を図り、快適で安全な市街地整備に努めることと

します。 

 

 

  


